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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング内において軸線周りで回転可能であるマーカーを有する医療器具を備え、
　前記マーカーは、前記軸線に沿って延びるシャフトと、前記シャフトに接続された平面
形状のパドルとを有し、前記パドルは、前記シャフトの一方の側にずれた第一の部分と前
記シャフトの他方の側にずれた第二の部分とを有し、前記シャフトと前記パドルは前記軸
線周りで第一の回転速度で回転するようになされており、
　前記マーカーは、体内に配置されて前記第一の回転速度で回転しているときに超音波を
受けると超音波画像検査によって観察可能なドップラーシフトを形成するようにされ、
　回転中に前記パドルの前記第一の部分が超音波発生源に近づく方向に動く一方で前記パ
ドルの前記第二の部分は前記超音波発生源から遠ざかる方向に動き、これによって、当該
医療器具が体内に配置されて超音波画像検査中に超音波像上で観察されたときに、前記第
一の部分と前記第二の部分とが超音波の一部分を反射して前記超音波発生源へと戻し、前
記第一の部分から反射された超音波は前記第二の部分から反射された超音波と異なる周波
数を有しているようになる、
　超音波画像検査において使用するための医療器具。
【請求項２】
　ハウジング内において軸線周りで回転可能に配置されたマーカーと、超音波によって励
起可能である圧電部材を含んでいるコンバータと、を有する医療器具を備え、
　前記マーカーは第一の回転速度で回転するようになされており、
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　前記マーカーは、体内に配置されて前記第一の回転速度で回転しているときに超音波を
受けると超音波画像検査によって観察可能なドップラーシフトを形成するようにされ、
　前記コンバータは、超音波エネルギを回転エネルギに変換し、それによって、当該医療
器具が体内に配置されて超音波画像検査中に超音波画像上で観察されたときに、当該医療
器具に超音波が適用されることによって、前記マーカーが軸線周りで回転するようにされ
た、超音波画像検査において使用するための医療器具。
【請求項３】
　ハウジング内において軸線周りで回転可能に配置されたマーカーを有する医療器具を備
え、
　前記マーカーは第一の回転速度で回転するようになされており、
　前記マーカーは、体内に配置されて前記第一の回転速度で回転しているときに超音波を
受けると超音波画像検査によって観察可能なドップラーシフトを形成するようにされ、
　バッテリと超音波センサとを更に備えており、前記マーカーは前記バッテリによって動
力を供給されて回転され、
　当該医療器具は、アクティブ状態と非アクティブ状態との間で切り換え可能であり、前
記アクティブ状態では前記マーカーは回転し、前記非アクティブ状態では前記マーカーは
回転せず、前記超音波センサが超音波を受けることによって前記アクティブ状態から前記
非アクティブ状態へと変えられるようにされた、超音波画像検査において使用するための
医療器具。
【請求項４】
　前記医療器具は体内に埋め込まれる構造とされている、請求項１乃至３の何れか一項に
記載の医療器具。
【請求項５】
　前記マーカーが、該マーカーの表面に配置されているエコー源性強化部を更に備えてお
り、それによって、超音波信号が前記マーカーに適用されたときに前記エコー源性強化部
が超音波を散乱させるようにされた、請求項１乃至４の何れか一項に記載の医療器具。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体内の医療器具を撮像するために使用されるエコー源性マーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　幾つかの医療処置および医療用途においては、医療器具を皮下体内（例えば、血管内）
に配置し、これに続いて、該医療器具を体内に正確に位置決めすることが必要である。例
えば、医師又はその他のユーザーは、経皮超音波によって、体内のカテーテル又は（栄養
チューブ、胸腔チューブ、排液チューブのような）その他の器具の位置を容易に捜すこと
ができて、体内で移動可能であるか又は移動し易いことを希望するであろう。更に、例え
ば生検手術のような多くの医療処置においては、医療器具を体の他の部位および器官に対
して正確に位置決めすることが必要とされる。
【０００３】
　最新の処置は、皮下に位置決めされた医療器具の位置を捜すために周期的なＸ線を使用
している。しかしながら、このような処置には、患者をベッド又は病室からＸ線装置のと
ころまで移動させることが必要となる。さらに、Ｘ線装置は作動させるのにコストがかか
り、またＸ線処置は放射線が強く、これは医療患者に追加の合併症を生じさせ得る。
【０００４】
　超音波画像検査は、体内の医療器具を撮像するためのＸ線に対する代替手段として使用
することができる。体内に配置された医療器具に、非電離性放射線を使用することに加え
てエコー源性マーカーを適用することによって、スクリーニング処理を行うことができる
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。これによって、患者を移動させることに関連する問題点、及びＸ線を使用する場合に起
こり得る長期間に亘る非電離性放射線への曝露に関連する問題点が回避される。
【０００５】
　しかしながら、体内の医療器具を撮像するために超音波を使用する場合に固有のノイズ
による問題が生じ得る。超音波によって撮像する場合には、不鮮明さや体内部位または画
像検査において使用される超音波装置の動きにより、医療器具を特に体内部位すなわち器
官に対して正確に位置決めすることが難しくなる。幾つかの場合には、（エコーチッピン
グのような）エコー源性マーカーによって医療器具のエコー源性を高めることができる。
しかしながら、これらの器具は、依然として、画像ノイズに関する問題点および画像ノイ
ズによって医療器具と体組織とを区別する医師の能力に関する問題点を有する。更に、超
音波画像の鮮明さは超音波トランスジューサを医療器具に対して正確に位置決めする医師
の能力に依存し、このことは使用できる画像を得ることに関して高い困難性をもたらし得
る。
【０００６】
　したがって、特に、エコー源性の高い医療器具、すなわち医師が体内の医療器具を他の
医療器具または体組織に対して正確に位置決めすることができるようにする特有の画像を
提供するエコー源性マーカーを備えている医療器具に関する分野での改良が必要とされて
いる。
【発明の概要】
【０００７】
　とりわけ、超音波画像検査中に医師によって撮像される医療器具についてのエコー源性
の高い画像鮮明度を提供するエコー源性マーカーの実施形態が開示されている。一つの実
施例においては、平坦な矩形の（例えば平面状の）プレート形態のパドルが駆動シャフト
に取り付けられている。駆動シャフトは、パドルが軸線周りで回転できるようにモーター
によって又は手動で駆動される。駆動シャフトの回転によってパドルは回転すなわちスピ
ンされる。パドルは、サイズが小さく且つカテーテルのような内部に配置されている器具
内に又は該器具上に嵌めることができる。超音波画像検査中に、パドルは軸線周りで回転
される。ドップラー法による超音波画像検査装置を使用することができる。パドルが回転
している間、該パドルの一方の面は撮像トランスジューサから離れる方向に動き、他方の
面は撮像トランスジューサに近づく方向に動く。回転するパドルからのドップラーシフト
によって、変動固有特性（すなわち、“点滅”を形成する単一の特性又は幾つかの特性の
何らかの組み合わせを含む、変化せしめられる強度、周波数成分、位相情報等）を有しお
よび／又は撮像トランスジューサに近づくか遠ざかるように動くパドルの面に対応するカ
ラー領域又はコントラスト領域を有する画像が形成される。
【０００８】
　エコー信号を変化させるか又は増大させるために、回転速度および回転方向を時間と共
に変えることができる。パドルには、多くの方向での信号の散乱を生じさせる強化面を形
成することができる。該強化面としては、エコーチッピング面又はその他の模様付きの面
がある。
【０００９】
　もう一つ別の例においては、パドルは、ノーマル動作モードで超音波画像検査装置と共
に使用することができる。パドルは、映像スクリーン上において、像が、平坦な面が撮像
トランスジューサの投影角度に対してほぼ直角に位置決めされるパドル位置とパドルが撮
像トランスジューサの投影角度に対してほぼ直角に位置決めされている端縁面を有してい
る位置との交互のパドル位置に対応する点滅像として現れるように回転する。第二の位置
においては、パドルは、反射する超音波エネルギがより少ないか又は画像トランスジュー
サへ明確な信号を戻すことがなく、一方、第一の位置においては、パドルは、より多くの
エネルギ又はより明確な信号を画像トランスジューサに戻す。２つの位置間でのこの違い
によって、パドルが回転しているときに、スクリーン上に、より強い信号とより弱い信号
とが繰り返し発生されたり、より強い信号とより弱い信号との点滅が繰り返し発生された
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り、点滅が発生されたりする。パドルの動きによって超音波画像検査中の器具の位置の動
的な表示が提供される。超音波による動的表示のためのマーカーの他の例としては、コイ
ル状に巻かれ及び/又は螺旋形状とされ、シャフトに取り付けられた回転可能なワイヤが
ある。回転によって超音波エネルギの反射のばらつきが生じる。例えば、このようなばら
つきは、位置（例えば、反射又は最大反射が画像に沿って移動するように見える）及び／
又は１以上の特有の特性（例えば、点滅表示）のばらつきであり得る。
【００１０】
　ここに記載されているマーカーは、マーカーがカテーテルの先端近くに配置されている
カテーテルのような医療器具の場合にはトルクケーブルによって駆動することができる。
トルクケーブルは、モーターに接続された状態でマーカーからカテーテル内を通って延び
ることができる。別の方法として、マーカーは手動によって駆動することができる。他の
例においては、トルクケーブルが必要とされないように、比較的小さいモーターがカテー
テル又はその他の医療器具の先端近くに配置される。モーターとしては小さい圧電モータ
ー又は電磁モーターが挙げられる。モーターは、カテーテル又は他の医療器具の全長を貫
通して延びている電線によって電力を供給される。更に、モーターは、カテーテル（又は
他の医療器具）におけるユーザーに最も近い端部近くに配置されているバッテリによって
電力を供給されても良い。モーターが体の外部に配置される場合には、バッテリもまた医
療器具の外部に配置することができる。
【００１１】
　バッテリが使用される場合には、バッテリは、外部構成部品が一つも必要とされない場
合のように、体内に永久的に又は半永久的に埋め込むことができる。該器具はまた、不注
意により体内に残されたままである外科手術用ガーゼ又はスポンジの不注意による埋め込
みを監視するために使用することもできる。バッテリの寿命を保って器具の有効寿命を延
ばすために、マーカーは、バッテリが超音波エネルギの存在下においてのみ応答する構造
とすることができる。更に、マーカーは、パドルを回転させるか、さもなければマーカー
の回転又は動きを生じさせるために、電源の音響エネルギを使用することによって動力を
供給され得る。これらの器具は、超音波によって励起可能であり且つ機械的音波を回転運
動に変換する圧電部材を備えている。これらのタイプの器具は、外部からの動力の供給を
必要とされないので、トルクケーブル構造又は圧電モーター構造よりも有利である。更に
、かかる構造は、バッテリを使用する際のバッテリ寿命および可能性のある毒性のリスク
についての問題点を排除する。
【００１２】
　別の例においては、装置は、医療器具と共に又は該医療器具内に、受け取った超音波周
波数をシフトさせるか変化させて、変化させた超音波周波数を伝えるプリント回路基板を
備えることができる。このタイプの器具においては、プリント回路基板は、超音波エネル
ギを電源および周波数基準として機能する電気信号に変換する受信圧電部材を備えている
。前記の電気信号は、周波数シフト回路を介して送信圧電部材へと供給される。該装置に
はバッテリによって動力を供給することができる。
【００１３】
　もう一つ別の例においては、観測性を高めるために、カテーテル又は他の埋め込み可能
な医療器具内に流体造影剤を使用することができる。流体造影剤は微小気泡を含み得る。
一つの例においては、流体造影剤と生理食塩水との交互の流れがカテーテル内に圧送され
る。物質は超音波を種々の形態で反射するので、この交互の流れは、超音波画像スクリー
ン上に点滅又はフラッシュ像を生じさせて医師が医療器具をより迅速且つ正確に捜し出す
ことができるようにする。もう一つ別の例としては、複数の内腔を備えているカテーテル
又は他の医療器具があり、この場合に、前記複数の内腔は、流体造影剤と生理食塩水との
交互の流れがその中を圧送される壁を貫通して延びている。もう一つ別の例においては、
流体造影剤の安定した流れが医療器具内を圧送され、次いで、高強度の超音波パルスによ
って微小気泡が周期的に破壊される。高強度の超音波パルスは、流体造影剤内の微小気泡
の反射能力を瞬間的に破壊するであろう。この破壊によって、所定の位置で器具の一部分
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の反射特性が変化されて、これが周期的に行われるとスクリーン上の像に動的な変化（例
えば、点滅すなわちオン及び／又はオフの点滅）が形成される。
【００１４】
　別の例として、エコーチッピング又はディンプル又はその他のタイプの模様付きの面の
ようなエコー源性強化部分が形成された医療器具がある。該医療器具は、外面上に一連の
エコー源性が強化された領域が形成されているシャフトを備えている。該シャフトは、エ
コー反射性であるカニューレのような別の医療器具内を並進可能である。医師は、エコー
源性が強化された領域を備えているシャフトをカニューレ内で手動によって動かして、エ
コー源性強化領域が交互に視認でき且つ超音波トランスジューサからの信号に対して反応
するようにする。強化された超音波領域がエコー反射性のチューブ内にあるときには、該
強化された領域は遮られて信号を反射しないであろう。シャフトがチューブから引き出さ
れると、シャフトは遮られて信号を反射しないということがなくなる。この動きによって
、超音波画像スクリーン上の点滅すなわちフラッシングのような反射状態の変化および動
的な画像の変化がもたらされるであろう。この状況において、医師は、手動によって医療
器具をカニューレに対して動かすことができ、又は別の方法として医療器具はモーターに
よって機械的に動かされる。
【００１５】
　本開示の更に別の形態、目的、特徴、態様、有益性、優位性、および実施形態は、ここ
に提供されている詳細な説明および図面から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一実施形態に係る回転するエコー源性マーカーの斜視図である。
【図２】一実施形態に係るエコー源性の強化部を備えている図１のマーカーの斜視図であ
る。
【図３】一実施形態に係る回転エコー源性マーカーの斜視図である。
【図４】軸線方向に動くことができるエコー源性マーカーの斜視図である。
【図５】図１におけるような一実施形態に係る動的マーカーを備えている一実施形態に係
る医療器具の部分断面図である。
【図６】一実施形態に係る動的エコー発生特性を有するようになされている医療器具の部
分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　開示内容の原理の理解を促進する目的で、図面に図示されている実施形態が参照され、
これらの実施形態を説明するために特別な文言が使用されている。しかしながら、これら
によって特許請求の範囲が制限されることは意図されていないことはわかるであろう。こ
こに記載されている実施形態に対する何らかの変更および更なる改造、及びここに記載さ
れている開示内容の原理の更なる用途は、該開示に関連する技術分野の当業者が通常思い
浮かべることができるものであると想定されている。
【００１８】
　図１はエコー源性マーカー１００を図示している。マーカー１００は、皮下体内に配置
されている器具の超音波画像を強化するために使用される。マーカー１００は、一般的に
は、カテーテル、胸腔チューブ、排液チューブ、または皮下的に挿入されているその他の
医療器具内に嵌合される程度に十分に小さい。
【００１９】
　マーカー１００はパドル１０２を備えている。この実施形態においては、パドル１０２
は、例えばほぼ矩形形状の概ね平坦な平面状の物体として図示されている。パドル１０２
はまた、例えば円形または楕円形のような種々の異なる形状に作ることもできる。更に、
パドル１０２は、平坦な平面状の物体である必要はなく、以下に記載する種々の形状のう
ちのいずれかとすることができる。パドル１０２は、シャフト１０４に結合されている。
シャフト１０４とパドル１０２とは軸線１０６周りで回転可能である。シャフト１０４は
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、手動によって又はモーターによって回転駆動される。特別な実施例においては、パドル
１０２は、体内の水分又はその他の組織および流体よりも遙かに高いか又は遙かに低い音
響インピーダンスを有しているステンレス鋼又は別の材料によって作られる。
【００２０】
　一般的に、超音波信号は、水とパドル１０２の表面のような音響インピーダンスが異な
る２つの媒体の境界で部分的に反射される。パドル１０２は音響インピーダンスが水と異
なるステンレス鋼又はその他の材料によって作られているので、パドル１０２は、水のよ
うな物質内に配置されたときに超音波信号を部分的に反射するであろう。超音波画像検査
の際にトランスジューサが超音波信号を発し、この超音波信号は、媒体の変化に遭遇する
と部分的に反射される。反射された信号の一部分は、トランスジューサへと戻り、戻った
信号がトランスジューサで処理されて医師が見ることができる像が形成される。対象物の
超音波を反射する特性を、ここでは“エコー源性”という。特定の環境の状況である物体
が別の物体と比較して超音波信号の反射が概してより少ないというその物体の特性を説明
するために、ここでは“低エコー源性”と言う用語が使用されている。別の言い方をする
と、“低エコー源性”は、特定の環境において別の何かと比較した場合に音波減衰が少な
いという特性を説明するものである。マーカー１００は、医療器具Ｄ（図５）例えばカテ
ーテルの中に嵌め込まれるのが好ましい。この実施形態における器具ＤはハウジングＨを
備えており、ハウジングＨは、全体又は一部が体組織に対して低エコー源性であり、マー
カー１００の少なくとも一部が内部に配置されるチャンバＣを形成している。該ハウジン
グは、音響インピーダンスが水および体組織に似た種々のポリマー又はその他の材料によ
って作ることができる。このように、ハウジングは、体内に位置決めされたときにマーカ
ー１００からの信号の反射がハウジングによって遮られないように、すなわちハウジング
によって隠されないように、低エコー源性を有している。
【００２１】
　マーカー１００は、ドップラー超音波と組み合わせて使用することができる。ドップラ
ー超音波は、対象物の相対的な動きを判定するためにエコーの周波数シフトを求める画像
診断法である。ドップラーマーカーは、送信された超音波パルスを周波数シフトさせた変
形パルスとして戻すマーカーである。現代の超音波制御装置の多くは、ドップラー信号が
グレースケール解剖画像上においてカラーで重ね合せられる超音波ドップラーモードを有
している。該ドップラーモードは、マーカー１００およびここに記載されている他の実施
形態と組み合わせて使用することができる。
【００２２】
　機械的な周波数シフトをパドル１０２によって行うことができる。パドルは、作動中に
シャフト１０４上で軸線１０６周りで回転される。超音波撮像トランスジューサＴを備え
ている画像検査装置は、回転パドル１０２を有するマーカー１００を備えている医療器具
Ｄに向けて超音波信号を発する。ほとんどの向きで、パドル１０２の一方の側はトランス
ジューサから離れる方向に動き、他方の側はトランスジューサに近づく方向に動く。超音
波信号は、例えばハウジングＨのような医療器具における低エコー源性である医療器具の
面における反射が最少であるはずである。しかしながら、超音波信号は、パドル１０２並
びに周囲の医療器具および体組織と音響的に異なるその材料に当たったときに反射される
。シャフト１０４の一方の側にずれた第一の部分が概ね大まかに画像トランスジューサに
近づく方向へ動き、且つシャフト１０４の他方の側にずれた第二の部分が概ね且つ大まか
に画像トランスジューサから遠ざかる方向へ動くパドル１０２の動きによって、超音波信
号のうち反射によってトランスジューサに向けて戻される部分にドップラー周波数シフト
が惹き起こされる。すなわち、（トランスジューサに近づく方向に動く）パドル１０２の
一方の側は放射された信号より高い周波数の信号を反射し、（トランスジューサから遠ざ
かる方向に動く）他方の側は放射された信号より低い周波数の信号を反射する。超音波画
像検査装置においてドップラーモードを使用する場合には、パドル１０２の回転動作によ
って、パドル１０２の一方の側が画像内で青くなるか又はより青くなり、他方の側は赤く
なるか又はより赤くなる（又は超音波装置が表示するように作られている識別コントラス
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ト、色、又はパターンのいずれかとなる）。パドル１０２を示している赤および青の画像
部分の、体内の何らかの他の動き又は他の信号に対するコントラストによって、画像処理
中に明確で且つ容易に識別可能な画像が形成される。このようにして、医師は、体の種々
の部分に対する体内でのマーカー１００の位置並びに画像検査装置およびマーカー１００
の種々の部分を比較的容易に捜すことができる。
 
【００２３】
　マーカー１００は、パドル１０２の回転速度を経時的に変化させることによって、周囲
組織からの更に高い識別性を形成することができる。回転速度を経時的に変化させること
によって、エコーによる超音波信号は、元の信号から一層大きく区別されて、画像は、周
囲の組織および医療器具の他の部分から更に区別される。更に、回転方向を周期的に又は
周波数に応じて変えることによって、より高い識別性を達成することができる。パドル１
０２の回転方向の変化によって、画像内で赤と青とが点滅形態で交互に変わるように、見
ている画像に変化が生じる。この点滅はマーカー１００の視認性を更に高める。
【００２４】
　パドル１０２が多くの方向への信号散乱を生じさせる表面を有することは有利である。
信号の散乱を生じさせるように作られている一つの例のマーカー２００が図２に示されて
いる。図２には、一連のディンプル２０６を備えた凹みが付与された面２０４とこれと反
対側に面している平坦な即ち滑らかな面とを備えている一実施形態に係るパドル２０２が
示されている。別の方法として、ディンプル２０６はパドル２０２の複数の面に配置する
ことができる。ディンプル２０６は、物体の表面上に配置される種々のエコー源性強化構
造のうちのいずれかとすることができる。図２の例においては、ディンプル２０６は、断
面で見たときに底部が平らな又は丸い面である切頭半球に似ている概ね一連の凹状の窪み
である。他の実施形態においては、ディンプル２０６は、例えば、面、ディボット、溝、
線、畝、又は粗い表面組織に機械加工された小さな空洞のような種々の幾何学的構造又は
他のエコー源性強化部とすることができる。ディンプル２０６は、該ディンプルが互いに
つながらないか又は互いに接しないようにパドル２０２の表面に個々に配置させることが
でき、単に一連の個々の幾何学的構造である。別の方法として、ディンプル２０６は、機
械加工するか又はエッチングしてディンプルが付与された面２０４とするか、又はこのよ
うな方法でディンプルが付与された面２０４に表面構造を形成することができる。
【００２５】
　実際には、超音波検査中に、ディンプル２０６又はその他のエコー源性強化部は、超音
波信号を散乱させて超音波が種々の方向に反射されるようにする。この反射面は、放射信
号の方向ベクトルと反射面に直角な面との間の関係に直接依存する一つの方向のみに超音
波が主として反射される滑らかな面とは異なっている。滑らかな面の場合には、反射面は
、反射された信号が受信トランスジューサへと戻るようにするために、放射信号の方向ベ
クトルに主として直角に位置決めされるべきである。回転する滑らかな面の場合には、画
像形成可能な信号の質は、トランスジューサと回転面との間の相対的な位置に依存する。
画像形成可能な信号は、回転角度が放射信号の方向ベクトルと反射面に直角な面とを整合
させているときにのみ得ることができる。典型的には、画像形成可能な信号は比較的小さ
い角度範囲と一致する。これと対照的に、ディンプル２０６のようなエコー源性強化面を
備えているマーカーの画像を形成するときには、ディンプル２０６との相互作用の際の超
音波信号の散乱により、画像形成可能な信号は遙かに広い角度範囲に対して得ることがで
きる。このようにして、パドル２０２のディンプル２０６は、画像を得るためにパドルと
撮像トランスジューサとが正確に位置決めされていることを確認する必要なく、超音波検
査中にパドルの画像をより容易に形成することができるようにする。
【００２６】
　マーカーの更なる機能としては、マーカーが時間と共に変わるエコー反射率を有するこ
とによって周囲組織から区別するように、画像形成中にマーカーを物理的に動かすことが
挙げられる。体組織は時間に対して一定のエコー反射率を有しているので、連続する画像
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フレームを観察して明るさが変化するか又は点滅する位置を監視することによってマーカ
ーを識別することができる。別の言い方をすると、点滅は、画像面の中へと移動しそして
外へと移動する部分を有するマーカーを備えることによって、点滅を形成することができ
る。別の方法として、点滅は、マーカーが各状態において異なる超音波エネルギの量を反
射する２以上の状態が可能なマーカーを備えることによって形成することができる。別の
方法として、点滅は、時間と共に位置を空間的に動かし又は変化させる反射点を提供する
ことによって形成することができる。
【００２７】
　体組織は、およそ０．２Ｈｚの心周期及び１．３ＨＺの呼吸周期で動く。特に胸腔内又
は胸腔近くで画像形成するときに、点滅がこれらの周波数のいずれかと重ならない周波数
を有することが望ましい。
【００２８】
　超音波監視過程においてパドル１０２の実施形態を使用する際には、パドル１０２は回
転される。回転速度は、所望の点滅周波数に応じて設定され、機械モーターによって、又
は医師若しくはその他の技術者の手動によってもたらされる。シャフト１０４が回転され
ると、パドル１０２は該シャフトと一緒に回転する。回転中のある時点で、パドル１０２
の平坦な平面状の面が超音波トランスジューサに向かう方向に向けられると、超音波の比
較的大部分がトランスジューサに向けて反射されて画像検査装置内に画像が形成される。
パドル１０２が回転されてパドル１０２の端縁１０８がトランスジューサに対向する状態
になると、超音波の極めて小さい部分がトランスジューサに向けて反射されて画像検査装
置内に異なる画像が形成される。パドル１０２が更に回転されると、パドルの平坦な平面
状の面が再び超音波トランスジューサに向けて反射させて、超音波像が再び変化する。こ
のようにして、医師は、超音波画像内の強度の動的変化すなわちフラッシュ又は点滅する
点又は領域を観察することができる。点滅部分がパドル１０２の回転速度に同調した速度
で点滅する場合には、医師は、該点滅部分が医療器具の位置を示していることを確信する
ことができる。
【００２９】
　パドル１０２には、既に述べ且つ図２に関して図示して説明したように、エコー源性強
化部を形成することができる。これらの強化部は、超音波トランスジューサがパドル１０
２に対して位置決めされなければならない角度についてより大きな誤差を許容する。パド
ル２０２はまた、エコー源性強化部とは別個の超音波吸収部材を含む領域を備えることも
できる。該超音波吸収部材は、対象部分のエコー源性をその周りより低くさせる。該別個
の領域は、医師が観察できる視認点滅のコントラストを更に増大させるために交互になっ
ているようにすることができる。
【００３０】
　ここに記載されているマーカーは、平坦な平面状のパドルに限定されるものではなく、
むしろ種々の形状及びサイズで作ることができる。他の実施形態においては、パドル１０
２，２０２は、楕円形すなわち卵形、球形、実質的に立方形の若しくは別の矩形の固体、
又はシャフト１０４の軸線と同じ若しくは該軸線に沿う中心軸線を有する螺旋形状とする
ことができる。例えば、マーカーは、ワイヤのコイル状に巻かれた部分として形成するこ
とができる。螺旋形状のマーカー３００の一実施形態が図３に示されている。マーカー３
００は、シャフト３０４に固定されているコイル状に巻かれた部分３０２を含んでいる。
コイル状に巻かれた部分３０２は、シャフトと一体にすることができ、又はシャフト３０
４に取り付けられている別個の部分とすることもできる。コイル状に巻かれた部分３０２
は、シャフト３０４が回転したときにコイル状に巻かれた部分３０２がシャフト３０４と
同時に回転するようにシャフト３０４の中心軸線と同軸に位置決めされている。コイル状
に巻かれた部分３０２は、体内に位置決めされたときに超音波を反射するように水と異な
る音響インピーダンスを有している金属又はその他の材料によって作られている。コイル
状に巻かれた部分３０２は、一つの例としてワイヤを螺旋形状に形成することによって作
ることができる。
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【００３１】
　撮像トランスジューサに関して、コイル状に巻かれた部分３０２は、コイル状に巻かれ
た部分３０２の表面上におけるトランスジューサの視野角度に整合されている表面の法線
を有している複数の点であるスペキュラーハイライト３０６を有している。スペキュラー
ハイライト３０６は、トランスジューサへと反射して戻す反射点を表している。スペキュ
ラーハイライト３０６の位置は、マーカー３００に対するトランスジューサの位置及びコ
イル３０２の回転に依存して変化するであろう。シャフト３０４とコイル状に巻かれた部
分３０２とが回転してマーカー３００が超音波画像検査装置によって撮像されているとき
に、スペキュラーハイライト３０６は、回転方向に依存して、シャフト３０４に近づくか
又はシャフト３０４から遠ざかるように軸線方向で動くように見えるであろう。スペキュ
ラーハイライト３０６の動きによって、超音波画像内に点滅又はフラッシュが発生される
。シャフト３０４の回転速度は、スペキュラーハイライトがある位置から別の位置にまで
変位して元の位置へと戻って見えてこの動きによって超音波画像内で点滅が示されるよう
に、コイル状に巻かれた部分３０２に位置するコイルの直径と関連付けることができる。
【００３２】
　既に述べたように、ここに記載されているマーカーは種々の医療器具において使用する
ことができる。一つの例として、マーカーは、端部と体の内部から外方に向かって体の外
部まで延びている中間部分とを有する部分を有するカテーテル又はその他の医療器具にお
いて使用することができる。このような構造においては、回転動作は、カテーテル内に位
置決めされているトルクケーブルを使用することによってなされる。該トルクケーブルは
、外部モーターに接続することができ、又は医師によって手動で駆動することができる。
更に、マーカーの回転は、カテーテルの内側に埋め込まれている小さなモーターによって
駆動することができる。モーターがカテーテルの内側に埋め込まれている場合には、該モ
ーターは種々の適切なモーターのうちの一つとすることができる。例えば、該モーターは
、電磁モーターとすることができ、又は代替的には圧電モーターとすることができる。圧
電モーターは、そのサイズが比較的小さいことにより電磁モーターよりも好ましい。更に
特別には、この状況においては直径が０．３ｍｍ乃至４ｍｍの圧電モーターを使用するこ
とができる。該圧電モーターはマーカーに比較的近接して配置させることができる。これ
は、概して専用の内腔内に収容されなければならず且つ比較的大きな曲率半径を有するト
ルクケーブルによって惹き起こされ得る問題点を排除する助けとなる。トルクケーブルは
、カテーテル或いはその他の器具が何らかの装置構成要素及び体の何らかの部分の中或い
は近くを通るのを避けることができる。
【００３３】
　モーターがマーカー及び医療器具に比較的近接して位置決めされている場合には、モー
ターは幾つかの方法で動力を供給される。一つの方法は、ワイヤをマーカーから外部の電
源までカテーテルの長さに亘って延ばす方法である。別の方法として、バッテリによって
モーターに電力を供給することができる。バッテリによる動力は、カテーテルの場合のよ
うに一貫して外部からのアクセスが無い状態で長期間に亘って経皮的に配置される医療器
具にとって特に有用である。バッテリによって動力を供給されるモーターは、外部構成要
素が必要とされないので、埋め込み器具においては特に有用である。該モーターは、例え
ば、外科手術用ガーゼ又はスポンジの不注意による埋め込みのみならず永久的又は半永久
的に配置される他の医療器具を監視するのに有用である。この場合には、マーカーは、ガ
ーゼ又はスポンジ内に配置し且つその後体内から取り出す前に確実に識別することができ
る。
【００３４】
　医療器具の長期に亘る使用のためには、超音波エネルギが存在する状態においてのみバ
ッテリが放電する装置を実装することによってバッテリ寿命を保つことができる。この場
合には、超音波信号が医療器具の領域に適用されると超音波がセンサと相互作用する。該
センサはスイッチにトリガーをかけ、該スイッチはバッテリと係合していてマーカーの動
きを生じさせる。このようにして、バッテリ及びモーターは、超音波画像検査中にアクテ
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ィブ状態となってモーターと係合しマーカーを回転させることが必要となるときまでは、
非アクティブ状態にあってバッテリの電力を節約することができる。センサは、超音波を
受け取って感知することができる圧電要素又はその他の適切な素子とすることができる。
【００３５】
　バッテリの代わりの機械的回転力発生源として代替的な例を使用することができる。マ
ーカーは、圧電素子のような超音波によって励起させることができる要素を備えているマ
イクロエレクトロメカニカルデバイスによって回転させることができる。このデバイスは
、エネルギを貯蔵して該エネルギを使用し、パドルを回転させるかさもなければマーカー
の動きを生じさせるモーターに動力を供給するために使用される。前記のマイクロエレク
トロメカニカルデバイスとしては、音波を受け取ることができ且つ音波の機械的な動きを
マーカーのシャフトと係合してこれを回転させる回転動作に変換する圧電素子が挙げられ
る。あるいは、このエネルギは貯蔵されてモーターに電力を供給するために使用すること
ができ、該モーターは電力を供給されると次いでマーカーを回転させる。回転速度は、超
音波信号よりも遙かに低い周波数に設定される。この設計は、外部動力源を必要としない
ので、トルクケーブルの使用よりも有利である。この設計は、上記した埋め込み可能な器
具において使用することができる。更に、該器具は超音波信号によって恒久的に作動され
るので、バッテリ寿命についての問題が存在しない。更に、このことには、バッテリが設
計に組み込まれていない場合には、体内に位置決めされているバッテリによる毒性につい
ての如何なる問題も排除され得る。
【００３６】
　エコー源性が強化されたマーカーの別の代替的な例として、アクティブな圧電素子、周
波数シフト回路、及び圧電送信機を備えているプリント回路基板が挙げられ、これらの全
てがこの小さいプリント回路上に配置されている。該回路基板は、撮像トランスジューサ
から得られた周波数を変換し且つドップラーモードを使用している超音波装置によって検
知且つ撮像することができる変更周波数を再送信することによって、超音波装置のドップ
ラーモードと組み合わせて動作させることができる。該器具としては、機械的超音波エネ
ルギを動力源及び基準周波数として機能する電気信号に変換する受信圧電素子が挙げられ
る。前記の電気信号は、（ＦＭラジオ送信機と似た）周波数シフト回路を介して送信圧電
素子へと送られる。該送信圧電素子は、次いで、シフトされた周波数信号を画像検査装置
の受信トランスジューサへ送る。このような素子は、既に説明した方法のいずれかによっ
て、バッテリによって動力を供給されるか又は外部から動力を供給することができる。
【００３７】
　エコー源性強化超音波の更なる代替的な実施例としては、像形成面の中へと或いは像形
成面の外へと動くことができるエコー源性強化部を備えたマーカーが挙げられる。図４に
は一つの実施例が示されている。図４は、内腔を有しているカニューレ４０２を含んでい
る。内腔内にシャフト４０４が位置決めされている。シャフト４０４は、カニューレ４０
２内を軸線方向で並進して移動可能である。シャフト４０４は、エコー源性領域４０６と
非エコー源性領域４０８とを備えている。エコー源性領域４０６は、既に述べたもののよ
うな模様付きの若しくはディンプル付きの部分又は医療器具上に配置することができる種
々の公知のエコー源性強化部のうちのいずれかを含むことができる。カニューレ４０２は
、水分若しくは組織又は体内に配置されているその他のものと比較して高いエコー源性を
有する金属又はその他の材料によって作ることができる。シャフト４０４は、医師によっ
て手動でカニューレ内を軸線方向に動かすことができる。別の方法として、シャフトは、
医療器具内に取り付けられているモーターによって、又は体内のみならず体外に配置され
ている部分を備えているカニューレのような医療器具の場合には医療器具の外部に取り付
けられているモーターによって動かすことができる。
【００３８】
　既に説明したように、超音波画像検査中に、医師は、超音波像を観察し、次いで、手動
によるか又はモーターによってシャフト４０４の動きを切り替えることができる。この動
きはまた、例えばコントローラを使用することにより自動的に切り替えることもできる。
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エコー源性領域４０６がカニューレ４０２の外側へと動くと、それまでは反射が起こって
いなかった場所で反射が起こるであろう。医師は、反射が、シャフトの軸線方向の並進の
周波数の動きの反射に対してある周波数で現れることを監視することができる。このよう
にして、点滅又はフラッシュ部分が識別でき、医師は、点滅部分を挿入されている医療器
具の位置と同一視することができる。
【００３９】
　エコー源性が強化されたマーカーの別の例として、流体造影剤の使用が挙げられる。流
体造影剤は、超音波を反射するための微小泡を含んでいる造影剤の形態とすることができ
る。該微小泡は、概して、気体のコアを含んでいる殻を有している。この殻は、種々のタ
イプのポリマー若しくはアルブミン、ガラクトース、又は脂質並びにその他のタイプの物
質のような体組織と似た適切な機械的弾性並びに音響インピーダンスを有している物質に
よって作ることができる。微小泡が超音波と相互作用すると、微小泡は、圧縮され、振動
し、特徴的なエコーを反射する。気体のコアは、空気又はその他の気体によって作ること
ができる。
【００４０】
　エコー源性強化マーカー及び医療器具に関する場合には、流体造影剤は、体内に挿入さ
れた部分並びに体内から体外へと延びている部分を有している医療器具６００（図６）と
組み合わせて使用することができる。図６の実施形態は、カテーテル内を延びている閉ル
ープとしての内腔６２０を有している。該カテーテルは、中心内腔を含むことができ、又
は別の方法としてカテーテルの壁内に位置決めされている一つの又は一連の内腔を含むこ
とができる。内腔は、一方は流体造影剤６３０を含んでおり他方は生理食塩水又はその他
の実質的に低エコー源性の流体６４０を含んでいる少なくとも２つの発生源に流体接続さ
れている。流体造影剤の流れ６３０は、カテーテル又はその他の医療器具の内腔に適用す
ることができる。この流れは、内腔内に生理食塩水の流れ６４０を適用することによって
中断される。生理食塩水６４０の流れは、続いて内腔内に流体造影剤の流れ６３０を適用
することによって中断される。このようにして、交互の流れが続いて、各々、エコー源性
流体と低エコー源性の流体とが充填された内腔６２０の交互に変わる部分が付与される。
内腔は、流体造影剤と生理食塩水との両方を含む共通のリザーバ内へ注ぐ。このようにし
て、流体造影剤と生理食塩水との交互の流れを内腔に適用することができる。
【００４１】
　超音波画像検査中において、カテーテルを撮像するときに、医師は、流体造影剤と生理
食塩水との交互の流れから特有の点滅を識別することによってカテーテルを視覚的に捜す
ことができる。超音波画像検査中に流体造影剤がカテーテルに適用されると、超音波信号
が、流体造影剤内に含まれている微小泡又はその他の薬剤から反射して画像内に識別信号
を発生させる。流体造影剤が生理食塩水に置き換わると、識別画像が変化するか又は超音
波画像から消失するであろう。生理食塩水と流体造影剤とを交互に切り替えることによっ
て、医師は、点滅又はフラッシュ領域がカテーテル内の交互の流れの周波数に関する周波
数で起こる画像の部分を識別することができる。このことにより、医師は体内でのカテー
テルの位置を知ることができて医療器具又はカテーテルが正しく配置されていることを確
認することができる。このことは超音波画像検査中に有用であり、これによって、医師は
画像を見ることができ且つ生理食塩水内に流体造影剤の交互の流れが存在することによる
点滅部分を識別することができる。
【００４２】
　一つの付加的な例は、特に、上記したカテーテルと同様に、カテーテルの壁又はカテー
テル内に配置されている中心内腔内に配置されている１以上の内腔（例えば、６２０）を
介してカテーテル（例えば、器具６００）内に流体造影剤の安定した流れを適用する。超
音波画像検査中に、流体造影剤の安定した流れは、強度の高い超音波パルスを周期的に受
けて所定領域内の微小泡の幾つか又は全てを破壊し又は変化させ、所定領域内での造影剤
の反射率を変化させるか又は排除することができる。該流れには、連続的に且つ高い強度
の超音波のパルス間に、影響を受けない微小泡を有する流体造影剤が再度生成される。上
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連する周波数で変化する超音波画像の位置を特定することができる。このようにして、医
師は、カテーテル又はその他の医療器具の位置を確認することができる。
【００４３】
　上記の説明及び実施例は、ここに記載されている特別な細部に限定されない。例えば、
動きは、回転動作又は並進動作に限定されるものではなく、例えば振動のような他のタイ
プの動きも適当であり得る。同様に、種々の実施例を作るために使用される材料は種々の
異なる材料とすることができる。例えば、幾つかの場合には、マーカーはステンレス鋼で
作ることができ、他の場合には、水若しくは人体組織の音響インピーダンスより遙かに大
きい又は遙かに小さい音響インピーダンスを有するセラミック又はその他の材料によって
作ることができる。
【００４４】
　ここに記載されている実施例はここに記載されている特別な用途のどれにも限定されな
い。例えば、体内に配置され且つ超音波画像検査中に永久的に又は一時的に撮像する必要
があるカテーテル又は生検針又は体内に配置される種々の物体のうちのいずれかと共に種
々のマーカーを使用することができる。上記した実施例は、互いに交換可能である構成要
素及び使用方法の詳細を含んでいることは注記されるべきである。例えば、図４の実施例
は、幾つかの場合には、ドップラーモードの画像検査において使用することができる。図
３の実施例は、幾つかの場合には、ドップラーモードの画像検査において使用することが
できる。更に、図３の実施例は、上記した経時マーカー画像検査において使用することが
できる。このように、医療器具を体内により正確に且つ更に高い精度で位置決めして配置
するために、種々の異なる方法において使用することができる種々のエコー源性強化マー
カーが記載されている。
【００４５】
　本開示を図面及び上記の説明において詳細に図示して説明したけれども、該開示は例示
的なものであって限定的な性質のものではないと考えられるべきであり、好ましい実施形
態のみが示されて説明されていること及び以下の特許請求の範囲の精神に含まれる全ての
変更、等価物、及び改造が、保護されることが望ましいことがわかる。特別な実施形態に
関して説明した特徴は、他の実施形態において使用することができ且つ組み入れても良い
。全ての公報、特許、及びこの明細書において引用されている特許出願は、ここでは、個
々の公報、特許、又は特許出願の各々があたかも参考として組み入れられ且つその全体が
ここに記載されるべきであったことが特に且つ個々に指示されているかのように、参考と
して組み入れられている。
【符号の説明】
【００４６】
１００　エコー源性マーカー、　　　　　　１０２　パドル、
１０４　シャフト、　　　　　　　　　　　１０６　軸線、
１０８　端縁、　　　　　　　　　　　　　２０２　パドル、
２０４　ディンプルが付与された面、　　　２０６　ディンプル、
３００　マーカー、　　　　　　　　　　　３０２　コイル部分、
３０４　シャフト、　　　　　　　　　　　３０６　スペキュラーハイライト、
４０２　カニューレ、　　　　　　　　　　４０４　シャフト、
４０６　エコー源性領域、　　　　　　　　４０８　非エコー源性領域、
Ｃ　チャンバ、　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ　医療器具、
Ｈ　ハウジング、　　　　　　　　　　　　　　Ｔ　超音波撮像トランスジューサ、
６００　医療器具、　　　　　　　　　　　６２０　内腔、
６３０　流体造影剤の流れ、　　　　　　　６４０　生理食塩水の流れ
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